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通常評価

無鄰菴 文化市民局文化芸術都市推進
室文化芸術企画課

075-366-0033

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunka/murin_an/murin_an_top.html 文化芸術企画課長　秋山　正俊

(名称) 
公益社団法人京都市観光協会，植彌加藤造園 
(内容) 
運営業務委託，庭園維持管理 

京都市無鄰菴条例，京都文化芸術都市創生条例第18
条  

0601　すべての市民が京都のまちを支え，かつ誇りにできる文化芸術創造のまちづくり

一般会計

市民文化の向上及び発展に資することを目的として，一般の鑑賞等の用に供するため

管理運営委託料（⑯～夜間警備を含む）

京都市左京区南禅寺草川町３１番地

明治・大正の元老　山県有朋の別荘として，明治29年に完成。庭園は，山県有朋が設計・監督し，小川治
兵衛が作庭。洋館は，日露開戦直前の我が国の外交方針を決めた「無鄰菴会議」が行われたことでも有名

昭和16年（1941）に京都市へ寄贈されたため 

昭和１６年７月

庭園は昭和26年に国の名勝に指定されている。また，母屋の1階は，一部を（公社）京都市観光協会が抹
茶のサービスを提供するために使用している。 

火災報知設備保守委託料

庭園維持管理委託料

文化財自動火災通報装置保守委託料等

建造物，庭園調査等委託料

需用費

使用料及び賃借料

役務費等
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菴     12,406     12,321     12,268     13,069(名称)　公益社団法人京都市観光協会，植彌加藤造園　(内容)　運営業務委託，庭園維持管理　京都市無鄰菴条例，京都文化芸術都市創生条例第18条　　市民文化の向上及び発展に資することを目的として，一般の鑑賞等の用に供するため
昭和16年（1941）に京都市へ寄贈されたため　
明治・大正の元老　山県有朋の別荘として，明治29年に完成。庭園は，山県有朋が設計・監督し，小川治兵衛が作庭。洋館は，日露開戦直前の我が国の外交方針を決めた「無鄰菴会議」が行われたことでも有名庭園は昭和26年に国の名勝に指定されている。また，母屋の1階は，一部を（公社）京都市観光協会が抹茶のサービスを提供するために使用している。　
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無鄰菴
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入園料及び母屋2階・茶室の使用料

・入園料410円 
・母屋の2階・茶室の使用料（要事前予約） 
　（午前）3,080円　（午後）3,600円　（全日）5,140円 
　※午前・・・午前9時から午前12時まで 
　　午後・・・午前12時から午後5時まで 
　　全日・・・午前9時から午後5時まで 

市内在住または通学の小中学生の入園料免除，満70歳以上の高齢者及び身体障害者等の入
園料免除　等 

0 （うち局長　人，部長 人，課長　人，係長　人，係員　人）
0
0

なし

なし

なし

なし

人      47,918      40,577      54,653

入園者（人）

母屋・茶室利用件数（件）
（＊母屋・茶室の利用者は，入園者に含む。）
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有

平成22年9月20日～平成22年9月24
日

京都市窓口サービス評価・実践制
度による来館者アンケート

112件

応対の仕方…4.47，身だしなみ…4.36，接遇の態度…4.31，
説明の仕方…4.02，窓口の印象…4.30
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無鄰菴
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第４象限

第３象限

　多数の人を対象とし，日常生活に欠かすことが
できないというほどではないサービスが該当します
。
　行政が関与するのであれば，特に理由がある場
合に最低限の範囲にとどめ，また，受益者負担を
伴うことが前提となります。
　【例】　美術館・博物館の運営など

　 多数の人を対象と し ， 日常生活に欠かす
こ と ができ ないと いう ほどではないサービ
スが該当し ます。
　 行政が関与するのであれば， 特に理由が
ある場合に最低限の範囲にと どめ， また，
受益者負担を伴う こ と が前提と なり ます。
　 【 例】 　 美術館・ 博物館の運営など

　 日常的， 定型的な業務のため， 政策的な
判断を伴わず， また， 業務を進めていく う
えで， 行政の専門的な知識やノ ウハウ等は
必要と し ません。
　 サービスの提供についての行政の責任を
明確にするなどし たう え， 行政以外の実施
主体を積極的に検討すべき 業務です。

　日常的，定型的な業務のため，政策的な判断を
伴わず，また，業務を進めていくうえで，行政の専
門的な知識やノウハウ等は必要としません。
　サービスの提供についての行政の責任を明確に
するなどしたうえ，行政以外の実施主体を積極的
に検討すべき業務です。

無鄰菴



無鄰菴

入園者数 人

入園者数
人 51,404 51,404 51,404 54,472

47,795 40,427 54,472

93.0 78.6 106.0

良い 普通 良い

市民文化の向上及び発展に資するため，一般の
鑑賞等の用に供していることから，年間の入園
者数を指標とした。

臨時的に入園者数の多かった年度を除いた，過去
５年間の最大値（25年度）とする。   

観光客

5021万人（平成20年京都市観光調査年報）

180万人（昭和23年京都市統計調査）

観光施策を講じることで観光客数は増加すると予測される。

人 47,795 40,427 54,472

     12,406      12,321      12,268

260 305 225

17.3 -26.2

かなり悪くなった かなり良くなった

本施設は，市民文化の向上及び発展に資する
ため，一般の鑑賞等の用に供することを目的
としていることから，当該年度の入園者数を
対象とした。
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     19,395      16,563      24,808

156.3 134.4 195.2

00000295主管課200無鄰
菴124061232112268市民文化の向上及び発展に資するため，一般の鑑賞等の用に供していることから，年間の入園者数を指標とした。臨時的に入園者数の多かった年度を除いた，過去５年間の最大値（25年度）とする。　　　観光客5021万人（平成20年京都市観光調査年報）180万人（昭和23年京都市統計調査）観光施策を講じることで観光客数は増加すると予測される。本施設は，市民文化の向上及び発展に資するため，一般の鑑賞等の用に供することを目的としていることから，当該年度の入園者数を対象とした。


